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 （タブレット使用の目的と制限）  

１．学校で貸し出すタブレットは学習活動のために使うことが目的です。学習

活動に関わること以外に使ってはいけません。  

 

２．タブレットには番号が割り当てているため、必ず自分の番号のものを使用

すること。 

 

３．タブレットのロック画面と壁紙の変更はしない。 

 

（使用場所と時間）  

４．原則として、学校や家庭で使用することができる。それ以外の場所での使

用は、先生から許可を得ること。ただし、紛失や盗難、落下による破損等

には十分に気をつけること。  

  

（アプリの使用）  

５．タブレットに入っているアプリや本体の機能（カメラ、メール、スケジュ

ールアプリ等も含む）は、学習活動の目的以外に使わないこと。 

  

６． カメラで誰かを撮影するときは、必ず相手の同意を得ること。また、SNS 

などで、発信しないこと。 

 

７．授業等で撮影・保存等した画像で、不要なものに関しては、授業終了時に

確実に削除すること。 

 

８．学校のタブレットで作成したデータ（写真や動画も含む）は、指定のクラ

ウドサーバに保存し、本体にデータをため込まないようにすること。  

 

９．メールやＳＮＳの使用、および新たなアプリのダウンロードは禁止する。 

 

（ネット利用の注意点） 

１０．ホームページの写真や画像を利用する場合は、必ず該当するページを発

表資料に記すこと。（著作権の問題） 

 



（ネット犯罪被害の防止）  

１１．サイトの閲覧には制限がかけられていますが、怪しいサイトに入ってし

まったときはすぐに退出し、先生に報告すること。また、相手の分から

ないアドレスから届いたメールは絶対に開かず、先生に報告すること。 

  

１２．自分のタブレットのパスコードやメールアドレスのパスワードなどは、

絶対に勝手に変更しないこと。また、自分や他人の個人情報はインター

ネット上に絶対に上げないこと。 

 

（その他）  

１３．タブレット本体やネットワーク等に不具合が生じたり、故障や紛失した

りした場合は、すぐに報告すること。 

  

（ルール違反の際の措置）  

１４．上記の決まりが守れないときは、個人あるいは全体に、使用を制限する

ことがあります。 

 

 

 

これらの決まりは、必要に応じて変更する場合があります。また、わからない

ことがあった場合は、勝手な判断で使用せずに、先生に相談・質問すること。 


